
【対象者】 令和７年台風第２２号・第２３号により被害を受けた、

八丈町、青ヶ島村に事業所を有する中小企業者等

※ 被災したことの証明（町村が発行する罹災証明等）が必要です。

※再建に必要な給料等相当額の一部を

補助する「地域企業再建緊急特別雇用

支援事業」の申請も受け付けています。

令和７年12月２２日(月)から

台
風
第
22
号
・
第
23
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の

被
害
に
あ
わ
れ
た
事
業
者
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台
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損
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困
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組
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く
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す
。

※ ｢補助対象経費｣や｢事業の流れ｣等の詳細については、裏面をご確認ください！

既に着手した復旧工事等も、適正と認められる場合、補助金の対象となります

東
京
都
は
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台
風
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22
号
・
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で

被
害
に
あ
わ
れ
た
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業
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皆
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復
旧
及
び
復
興
を
目
的
と
し
た

補
助
金
を
開
始
し
ま
す
。

個別相談会を開催します。

【八丈町】
日時：2月5日（木） 15時～

2月10日（火） 9時30分～
会場：八丈支庁

【青ヶ島村】
日時：2月６日（金） 11時～
会場：青ヶ島村役場

※事前予約を左記電話にて受け付けます。

mailto:chiikikigyosaiken@section.metro.tokyo.jp


①【 申 請 】
・・メール又は郵送で提出

②【交付決定】
・・審査後、交付を決定（通知）

③【事業報告】
・・事業終了後、報告書の提出

④【確定検査】
・・書類審査（必要に応じて現地調査等を実施）

⑤【 支 払 】
・・請求から１月以内に支払（予定）

申

請

者

東

京

都

・・・・・・・・・・・・・・・・《補助対象経費等》・・・・・・・・・・・・・・・・・・

復
旧

・被災した施設、設備、車両等の復旧（現状回復）に要する経費
※被害を受ける直前と同程度の状態まで回復することをいいます
※原則修繕とし、修繕が不能であることを証明できる書類の提出で、建替や新規購入等が可能

・仮設プレハブ等で事業を継続するための施設整備等に要する経費

復
興

・被災事業者の復興に要する経費

【例：外装リニューアル、新設備導入、製品開発、広報･PR経費等】
※被害を受ける直前の状況を超えた経営状況を目指すことをいいます
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